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本手引きは補助金申請に当たり、補助金交付の対象や手続き上の主な注意点を具体的に説明するも

のです。本手引きに記載がない事項については、燃料電池自動車等導入促進事業補助金交付要綱及び

宮城県の定めるところにより運用されます。 

 

１ 補助金の趣旨 

燃料電池自動車（ＦＣＶ）については、走行時に二酸化炭素や有害な排気ガスを排出せず、また、

高い外部給電機能を有しており、普及が拡大することで環境負荷の低減や災害対応能力の強化など

複合的な効果が期待できます。しかしながら、普及初期にあるため、同車格の車両と比較して高額

となっていることから、普及初期に限り、県が導入費用の一部を補助するものです。また、燃料電

池自動車と接続して使用する外部給電器についても、その活用を図ることで災害対応能力の強化が

期待できることから、普及初期に限り、県が導入費用の一部を補助するものです。 

 

２ 補助金の対象となる事業について 

 （１）燃料電池自動車の購入 

 （２）燃料電池自動車と接続して使用する外部給電器の購入 

  ※ 燃料電池自動車又は外部給電器（以下「補助対象自動車等」という。）をリース（４年以上の

リース契約期間が必要）によって導入する場合も対象となります。 

 

３ 補助対象者について 

 （１）補助金の交付申請を行うことができる者（申請者）は以下のとおりとなります。なお、外部

給電器については、法人が導入する場合のみ対象となります。 

申 請 者 要   件 

個人 県内に引き続いて１年以上住所を有する個人 

法人 

県内に引き続いて１年以上事務所又は事業所を有する法人（個人事業主を含

みます。） 

※法人以外の団体も法人と同様に扱います。 

※国及び独立行政法人は対象外となります。 

 （２）上記（１）に該当する者であっても、以下に該当する者は申請することができません。 

   ① 県税に滞納のある者 

     （添付書類の「県税納税証明書」で県税に未納がないことを確認します。） 

   ② 暴力団及び役員等が暴力団員である法人等又は役員等が暴力団又は暴力団員と密接な関係

を有する法人等 

     （添付書類の「誓約書」で、これらに該当しないことを誓約いただきます。また、申請者

がこれらに該当するかどうかを宮城県警察本部に確認する場合があります。） 

   ③ 補助金の交付先として社会通念上適切であると認められない者。  
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（３）燃料電池自動車の場合の導入形態及び申請者並びに自動車検査証上の所有者・使用者は以下の

とおりであることが必要です。 

導入形態 申請者 
自動車検査証上の所有者・使用者 

所有者 使用者 

①自動車販売会社から購

入 
車両購入者 

車両購入者 

（申請者） 

車両購入者 

（申請者） 

②リース会社からリース

車の貸与 

車両の貸与を

受ける者 
リース会社 

車両の貸与を受ける者 

（申請者） 

③割賦販売（所有権留保付

クレジット）による購入 
車両購入者 

自動車販売会社又は 

ローン会社 

車両購入者 

（申請者） 

 

４ 補助対象自動車等の要件について 

（１）燃料電池自動車   

以下の要件の全てに合致することが必要となります。 

① 国のクリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金の対象となる燃料電池自動車で 

あること。 

② 令和７年４月１日から令和８年３月３１日までに新車新規登録が行われた自動車である 

こと。 

③ 自動車検査証における使用の本拠の位置の住所が宮城県内にあること。 

④ 自動車検査証の自家用・事業用別の欄が「自家用」であること。 

⑤ リース車両である場合、４年以上のリース契約を締結しているもの。 

⑥ 自動車販売業者が販売促進活動（展示、試乗等）に使用する車両ではないこと。 

⑦ 自動車販売業者への購入代金全額の支払いが現金で完了しているもの。 

  ※手形による購入又は支払保証方式による購入は対象外となります。 

（２）外部給電器   

以下の要件の全てに合致することが必要となります。 

① 燃料電池自動車と接続して使うために購入するものであること。 

② 令和７年４月１日から令和８年３月３１日までに新規購入した機器であること。 

③ 未使用品であること。 

④ 外部給電器及び接続する燃料電池自動車の使用の本拠の位置の住所が宮城県内にあるこ

と。 

⑤ リース機器である場合、４年以上のリース契約を締結している機器であるもの。 

⑥ 自動車販売業者が販売促進活動（展示、試乗等）に使用する機器ではないこと。 

⑦ 販売業者への購入代金全額の支払いが現金で完了しているもの。 

  ※手形による購入又は支払保証方式による購入は対象外となります。 
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５ 手続きの流れについて 

 燃料電池自動車の場合の申請の流れ（イメージ） 

申請者 県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）国（次世代自動車振興センター）の補助金と同様に、補助対象自動車等を購入（燃料電池自

動車の場合、代金の支払い、初度登録、車両引き渡しまで含む）してから県へ申請を行います。 

※ 書類に不備がある場合は、有効なものとみなしません。全ての書類が整った段階で受理し

ます。有効なものから先着順（消印日により判断）に受理します。 

  ※ 消印のない郵便については、県に到達した日を消印日とみなします。 

 （２）県は、申請書類の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内で、

補助金の交付決定及び補助金額の確定を行い、「交付決定兼補助金額確定通知書」により申請者

宛てに通知します。 

   ※ 申請者又はその役員等が暴力団、暴力団員等に該当するかどうかを宮城県警察本部へ確認

するため、交付決定に１か月以上かかる場合がありますので、あらかじめ御承知ください。 

 （３）補助金の交付決定及び補助金額の確定後、概ね１か月で申請者の指定する口座へ補助金を入

金します。補助金は、指定の口座に「ケンカンキヨウセイサクカ」の名称で振込になります。 

 （４）補助金の交付は予算の範囲内で、かつ、先着順に行います。したがって、補助対象自動車等

を購入しても、補助金の交付ができない場合もありますので、あらかじめ御承知ください。 

  

車両注文 

代金の支払い 

車両引き渡し 

交付申請 受付・審査 

交付決定・ 
額の確定 

通知書の受領 

口座に入金 補助金の支払い 

郵送又は窓口に持参 

約１ヶ月 

初度登録 
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６ 補助金額の算出方法 

（１）燃料電池自動車 

下記の○ア 、○イ を比較して低い方が補助金額となります。 

   ○ア  {車両の本体価格 － 基準額(下表)}×１／３※・・・・千円未満端数切り捨て 

                       ※県内の地方公共団体の場合２／３となります。 

   ○イ  補助限度額(下表) 

   ※ 補助の対象は、車両本体価格のみです（オプション等の諸費用は含みません。）。 

   ※ 消費税及び地方消費税は補助対象となりません。  

   ※ 車両本体価格から値引きがあった場合、補助金額に反映されます。 

 

区分 銘柄 型式 基準額 

補助限度額 

地方公共 
団体 

左記以外 

燃 料 電

池 

自動車 

トヨタ自動
車株式会社 

MIRAI 

G 

ZBA-

JPD20 

5,010,000円 

1,153,000円 576,000円 

G“A Package” 
5,068,000円 

G“Executive 

Package” 
5,290,000円 

Z 
5,739,000円 

Z“Executive  

Package” 
5,699,000円 

Z“Advanced 

Drive” 6,098,000円 

Z“ Executive 

package 
Advanced Drive” 

6,097,000円 

トヨタ自動
車株式会社 

クラウン 

Z 

ZBA-

KZSM30 

5,950,000円 

1,063,000円 531,000円 Z “THE 70th” 6,178,000円 

Z “THE LIMITED-

MATTE METAL” 
6,678,000円 

本田技研工
業株式会社 

CR-V 

e:FCEV 
ZBA-

ZC8 
3,490,000円 2,550,000円 1,275,000円 

Hyundai Mobility Japan  

株式会社 

NEXO 

ZBA-

FE120 
3,829,000円 2,155,000円 1,077,000円 

   

区分 補助限度額 

外部給電器 180,000円 
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算

定

例 

民間企業が、MIRAI G（ZBA-JPD20）を 640万円（車両本体価格のみ。税抜き）で購入した

場合 

{6,400,000円－5,010,000円}×１／３≒463,333円→463,000円 

・算定結果（463,000円）は、補助限度額(576,000円)以下のため、 

463,000円が補助金額となります。 

（２）外部給電器 

下記の○ア 、○イ を比較して低い方が補助金額となります。 

    ○ア  機器の本体価格 × １／６ ・・・・千円未満端数切り捨て 

    ○イ  補助限度額（180,000円） 

     ※ 補助の対象は、機器本体価格のみです（オプションや据付費用等は含みません。）。 

     ※ 消費税及び地方消費税は補助対象となりません。 

 

 （３）その他 

補助を受けようとする車両・機器の使用者が、当該車両・機器を製造しているメーカー等であ

る場合は、別途定めがありますので、県にお問い合わせ願います。なお、展示車、試乗車等の販

売促進活動に使用される車両については、補助金の対象外となります。 

 

７ 申請方法について 

（１）補助対象自動車等を購入（燃料電池自動車の場合、代金の支払い、初度登録、車両引き渡し

まで含む）後、添付書類を取りまとめた上で、「交付申請書兼実績報告書」及び添付書類を下記

（２）の提出期限までに県に提出してください。 

（２）提出期限は、令和８年３月３１日（火）とします。ただし、この提出期限前であっても、補

助金の交付額が予算額に達した時点で受付を終了する場合があります。 

（３）提出部数は、１部としますが、提出書類の記載内容や添付書類に関して、県から問い合わせ

する場合がありますので、必ずコピーを保管願います。 

（４）提出書類に不備がある場合は、有効なものとみなしません。全ての書類が整った段階で受理

しますので、早めに添付書類を準備いただき、記載漏れや書類の不備がないか十分に確認した

上で提出願います。 

（５）提出書類に不備があった場合、電話連絡をいたしますので、申請書には必ず連絡がとれる電

話番号を記載してください。２週間にわたって不備が補正されない場合は、お預かりした申請

書類を返送いたします。 

（６）申請様式は下記のホームページからダウンロードできます。日本工業規格Ａ４サイズの用紙

に片面印刷のうえ、ご使用願います。 

  ＜申請様式ダウンロード先＞  

https://www.pref.miyagi.jp/site/miyagi-hyenergy/fcv-hojyo.html 

算

定

例 

本田技研工業の外部給電器（POWER EXPORTER 9000）を 109万円（機器本体価格のみ。税抜

き）で購入した場合 

 1,090,000円×1/6≒181,666円→181,000円 

・算定結果（181,000円）よりも補助限度額(180,000 円)の方が低いため、 

補助限度額（180,000円）が補助金額となります。 
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（７）申請書類は、黒色又は青色のボールペンで丁寧に記入してください。鉛筆等ボールペン以外

で記入したもの、消すことができるインクのペンで記入したもの及び黒色又は青色以外のペン

で記入したものについては、受付いたしません。 

（８）申請書類は以下の方法で提出願います。 

・みやぎ電子申請サービスを利用 

UPL: https://logoform.jp/form/GQGB/1184232 

 

 

・電子メール 

・提出先に持参 

・提出先に郵送（簡易書留など配達記録が残る方法によりお願いします。） 

 

   ＜提出先＞ 〒９８０－８５７０ 仙台市青葉区本町三丁目８番１号 

宮城県環境生活部 次世代エネルギー室 脱炭素燃料班 

(Email : jiened@pref.miyagi.lg.jp) 

  

https://logoform.jp/form/GQGB/1184232
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８ 必要書類について 

（１）燃料電池自動車 

  ① 必要書類一覧・・・・○が記載されている書類は提出が必要なもの 

番号 必要書類 法人 個人 

1 交付申請書兼実績報告書 ○ ○ 

2 誓約書（別記様式１） ○ ○ 

3 

燃料電池自動車の購入代金に係る請求書又は契約書のコ

ピー 

※リース契約の場合、リース契約書等のコピー 

○ ○ 

4 

燃料電池自動車の代金の支払いに係る領収書等のコピー 

※リース契約の場合、リース会社が購入した車両の本体価格がわか

るもの。 

○ ○ 

5 
導入した燃料電池自動車の自動車検査証、自動車検査証

記録事項のコピー 
○ ○ 

6 振込先口座が確認できる書類（預金通帳等）のコピー ○ ○ 

7 
登記事項証明書（全部事項証明書（現在事項証明書又は履

歴事項証明書）） 
○ － 

8 住民票の写し － ○ 

9 県税納税証明書 ○ ○ 

10 役員等氏名一覧表（別記様式２） ○ － 

11 導入した燃料電池自動車の写真 ○ ○ 

12 その他知事が必要と認める書類 必要に応じて提出を求めます 

  ※ 地方公共団体が申請者の場合、地方公共団体に関する上記の番号２、７、９及び１０の書類につ

いては、省略できます。  
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②必要書類毎留意事項 

番号 必要書類 留意事項等 

1 
交付申請書兼実績報告書 必要事項は全て漏れなく記入してください。 

※ １１ページを参照願います。 

2 誓約書（別記様式１）  

3 

燃料電池自動車の購入代金に

係る請求書又は契約書のコピ

ー 

イ 車両登録番号、車体番号及び消費税及び地方消費税を除

いた車両本体価格が明記されているものに限ります。 

ロ 割賦販売の場合、申請者が契約者となっているローン契

約書のコピーが必要（申込書は不可）です。 

ハ リースの場合、リース契約書等のコピーが必要です。 

4 

燃料電池自動車の代金の支払

いに係る領収書等のコピー 

イ 自動車販売会社等により真正な領収書として発行された

ものに限ります。 

ロ 銀行振込等で領収書がないものについては、銀行発行の

振込証明書等を提出してください。 

ハ 割賦販売の場合は不要です。 

ニ リースの場合、自動車販売会社等からリース事業者宛て

の本体価格が分かるものが必要です。 

5 

導入した燃料電池自動車の自

動車検査証、自動車検査証記

録事項のコピー 

 

6 
振込先口座が確認できる書類

（預金通帳等）のコピー 

※ １３ページを参照願います。 

7 

登記事項証明書（全部事項証

明書（現在事項証明書又は履

歴事項証明書）） 

 

イ 法人及びリース事業者の場合に必要です。 

ロ 申請日時点で、発行日から３か月以内のものに限ります。 

※ １３ページも参照願います。 

8 

住民票の写し 

 

イ 個人の場合に必要です。 

ロ 申請日時点で、発行日から３か月以内のものに限ります。 

ハ 本籍地が記載されているものに限ります。 

※ １３ページも参照願います。 

9 

県税納税証明書 

 

イ 申請者が全ての県税について未納がないことを証明して

いるものが必要です。 

ロ 申請日時点で、直近の納税を証明したものに限ります。 

※ １３ページも参照願います。 
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10 
役員等氏名一覧表 

（別記様式２） 

法人の場合に必要です。 

11 

導入した燃料電池自動車の写

真 

イ 使用の本拠の位置に納車された時の様子がわかるもの 

で、自動車登録番号が確認できる写真が必要です。 

ロ 画像データをコピー用紙等に印刷したものでも構いませ 

ん。 

12 
その他知事が必要と認める書

類 

※ 添付いただいた書類のみで補助の要件に合致するか不明

な場合等に個別に提出を依頼します。 

 

（２）外部給電器 

① 必要書類一覧・・・・○が記載されている書類は提出が必要なもの 

※ 燃料電池自動車と外部給電器を同時に導入する場合、重複する書類（着色部）は省略できます。 

番号 必要書類 法人 個人 

1 
交付申請書兼実績報告書 

○ ○ 

2 
誓約書（別記様式１） 

○ ○ 

3 

外部給電器の購入代金に係る請求書又は契約

書のコピー 

※リース契約の場合、リース契約書等のコピー 

○ ○ 

4 

外部給電器の代金の支払いに係る領収書等の

コピー 

※リース契約の場合、リース会社が購入した機器の本

体価格がわかるもの。 

○ ○ 

5 

外部給電器と接続することとなる燃料電池自

動車の自動車検査証、自動車検査証記録事項

のコピー 

○ ○ 

6 
振込先口座が確認できる書類（預金通帳等）の

コピー 
○ ○ 

7 
登記事項証明書（全部事項証明書（現在事項証

明書又は履歴事項証明書）） ○ － 

8 
住民票の写し 

－ ○ 

9 
県税納税証明書 

○ ○ 

10 
役員等氏名一覧表（別記様式２） 

 ○ － 

11 
貸与料金算定根拠明細書（別記様式３） 

－ － 

12 
導入した外部給電器の写真 

○ ○ 
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13 
その他知事が必要と認める書類 

必要に応じて提出を求めます 

※ 地方公共団体が申請者の場合、地方公共団体に関する上記の番号２、７、９及び１０の書類につい

ては、省略できます。 

 

②必要書類毎留意事項・・・・燃料電池自動車に係る留意事項と同じ内容の場合省略しています。 

番号 必要書類 留意事項等 

3 

外部給電器の購入代金に係る

請求書又は契約書のコピー 

イ 消費税及び地方消費税を除いた機器本体価格が明記され

ているものに限ります。 

ロ 割賦販売の場合、申請者が契約者となっているローン契

約書のコピーが必要（申込書は不可）です。 

ハ リースの場合、機器販売会社等との外部給電器の売買に

係る請求書又は契約書のコピーに加え、使用者との契約を

証するもの（リース契約書等のコピー）が必要です。 

4 

外部給電器の代金の支払いに

係る領収書等のコピー 

イ 機器販売会社等により真正な領収書として発行されたも

のに限ります。 

ロ 銀行振込等で領収書がないものについては、銀行発行の

振込証明書等を提出してください。 

ハ 割賦販売の場合は不要です。 

ニ リースの場合、機器販売会社等からリース事業者宛ての

本体価格が分かるものが必要です。 

5 

外部給電器と接続することと

なる燃料電池自動車の自動車

検査証、自動車検査証記録事

項のコピー 

 既に所有している燃料電池自動車に使用するため外部給電

器を導入した場合は、既に所有している燃料電池自動車の自

動車検査証、自動車検査証記録事項のコピーが必要です。 

12 

導入した外部給電器の写真 イ 使用の本拠の位置に納品された時の様子が確認できる写 

真が必要です。 

ロ 画像データをコピー用紙等に印刷したものでも構いませ 

 ん。 
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９ 交付申請書の記入例 

 （表面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

個人の場合、生年月日及び

性別を記入願います。 

次ページで算定した補助金の交付

申請額を記入願います。 
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（裏面） 

 

税抜き価格 

（値引きがあっ

た場合は値引き

後の価格） 

※小数点以下切

捨て 
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10 添付書類の留意事項等について 

（１）振込先口座が確認できる書類（預金通帳等）のコピー 

・ 通帳の「表紙」と表紙をめくってすぐの「口座情報が記載されている見開きページ」の両方の 

コピーを提出してください。 

・ ネットバンキングなど通帳がない銀行の場合、銀行名、銀行コード、取扱支店名、取扱支店コード、

口座番号、カナ氏名などの口座情報が確認できるよう、キャッシュカードのコピーや Web画面のコピ

ーなどを提出してください。 

   

（２）登記事項証明書（全部事項証明書（現在事項証明書又は履歴事項証明書）） 

・ 法務局で、現在事項証明書又は履歴事項証明書の交付を受け、提出してください。 

・ 申請窓口へ完備した書類が到達した日前３ヶ月以内に発行されたものが必要となります。 

・ 手数料が必要となります。 

      

（３）住民票の写し 

・ 市役所・町村役場の窓口で本籍地が記載された住民票の写し（謄本・抄本のいずれでも可）の交付 

を受け、提出してください。 

・ 申請窓口へ完備した書類が到達した日前３ヶ月以内に発行されたものが必要となります。 

・ マイナンバーが記載されていない住民票を提出願います。マイナンバーが記載されている場合は 

マイナンバー部分を黒塗りするなど、他者が読み取れないようにして提出願います。 

・ 戸籍謄（抄）本では、受付できませんので、ご注意ください。 

・ 手数料が必要となります。 

     

（４）県税納税証明書 

・ 申請者名義の証明書を、下表の各県税事務所で交付を受け、提出してください。申請書の記入は、

１３ページも参照願います。 

  ※ お住まいの住所に関係なく、各県税事務所のいずれでも取得可能です。 

・ 申請窓口へ完備した書類が到達した日前３ヶ月以内に発行されたものが必要となります。 

・ 全ての県税に未納が無いことが証明されているものが必要となります。 

・ 市町村税納税証明書では、受付できませんので、ご注意ください。 

・ 手数料が必要となります。 
 

No. 事 務 所 名 電 話 番 号 所 在 地 

1 宮城県大河原県税事務所 0224-53-3112 柴田郡大河原町字南 129-1 

2 宮城県仙台南県税事務所 022-248-2986 仙台市太白区長町 7-22-20 

3 宮城県仙台中央県税事務所 022-715-0625 仙台市青葉区上杉 1-2-3 

4 宮城県仙台北県税事務所 022-275-9122 仙台市青葉区堤通雨宮町 4-17 

5 宮城県塩釜県税事務所 022-365-4194 塩竈市錦町 5-28 

6 宮城県北部県税事務所 0229-91-0704 大崎市古川旭 4-1-1 

7 宮城県北部県税事務所栗原地域事務所 0228-22-2123 栗原市築館藤木 5-1 

8 宮城県東部県税事務所 0225-98-3410 石巻市あゆみ野 5-7 

9 宮城県東部県税事務所登米地域事務所 0220-22-6114 登米市迫町佐沼字西佐沼 150-5 

10 宮城県気仙沼県税事務所 0226-24-2531 気仙沼市字赤岩杉ノ沢 47-6 
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【申請方法】 

 ○ 納税証明書交付申請書は各県税事務所窓口にありますので、必要事項を記入の上、申請してください。 

○ 申請書は次のホームページからダウンロードもできます 

 → https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/zeimu/download-syoumei.html 

  ○ 納税義務者本人以外の方が申請する際は、「委任状」が必要となります。また、窓口に来所する方の確認

できるもの（運転免許証、保険証、住民票等）を持参してください。 

 ○ 納税義務者本人が申請する場合についても、本人確認ができるものを持参してください。 

 ○ 県税を納付して１週間以内の場合は、その領収書を交付窓口に持参してください。 

 ○ 発行手数料が４００円（１通）かかりますので、発行手数料を持参ください。 

記入不要です 

 

補助金申請のため 
レ 

レ 

レ 

《納税証明書交付申請書記入例》 

補助金申請者

の氏名等を記

入 
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11 事業完了後の制限等について 

（１）申請書類に虚偽の記載をして不正に補助金の交付を受けた場合や役員等に暴力団関係者がいる

ことが判明した場合などは、補助金の交付決定を取り消します。 

なお、既に補助金が交付されている場合は、年１０．９５％で算定した加算金を加え、補助金

額の全部又は一部を返還していただきます。 

（２）補助対象自動車等の取得後（燃料電池自動車の場合、自動車検査証の交付を受けた日後。以下

同じ。）、４年以内に申請者の住所又は氏名（法人の場合、所在地又は名称）を変更した場合、速

やかに「住所等変更届出書」を提出してください。その際は、添付書類として住民票の写し又は

登記事項証明書（履歴事項証明書）など変更内容が確認できる書類を添付願います。 

（３）補助対象自動車等の取得後、４年以内に補助対象自動車等を処分（売却、譲渡、廃棄など）す

る場合は、あらかじめ「財産処分承認申請書」を提出し、知事の承認を受けてください。 

なお、当該処分により収入があったと認められる場合などは、補助金の全部又は一部に相当す

る額の返還を求める場合があります。 

（４）補助対象自動車等の取得後、４年以内に天災等によって補助対象自動車等が毀損され、又は滅

失したときは、「補助対象自動車毀損、滅失届」を提出してください。 

（５）補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿及び証拠書類は、補助対象自動車等を取得

した日の属する会計年度の翌会計年度から５年間保管してください。 

  ＜帳簿等の保管年数の例＞ 

  ・ 令和７年度中に燃料電池自動車を導入 → 令和１２年度まで帳簿及び証拠書類の保管が必要 

（６）県が実施する燃料電池自動車等に係る普及啓発活動への協力依頼があった場合、可能な範囲で

御協力をお願いします。県での協力依頼に当たり、補助対象自動車等の使用者の氏名や住所、電

話番号等について、県でデーターベース化させていただきますので、御了承願います。 

  ＜想定される協力依頼内容＞ 

  ・ 県が開催する環境イベントへの燃料電池自動車の展示 

・ 県が作成した普及啓発チラシの配布 

 

12 受付・問い合わせ先 

 宮城県環境生活部 次世代エネルギー室 脱炭素燃料班 

 〒９８０－８５７０ 仙台市青葉区本町三丁目８番１号 （宮城県行政庁舎１３階北側） 

 電 話：０２２－２１１－２６８３ 

 ＦＡＸ：０２２－２１１－２６６９ 

 E-mail：jiened@pref.miyagi.lg.jp 

 ホームページ https://www.pref.miyagi.jp/site/miyagi-hyenergy/fcv-hojyo.html 

 受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日を除く）、午前９時～午後５時（正午～午後１時は除く） 
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13 よくある質問 

 

Q1 割賦（ローン）で購入した場合、補助金の対象になりますか？ 

A1 割賦購入などにより所有権が留保されている場合（所有権留保付クレジット購入）で、完済を条

件に申請者に所有権が移転するものは、補助の対象となります。所有者は自動車販売会社又はクレ

ジット会社でも問題ありません。 

 

Q2 手形による購入の場合、補助金の対象になりますか？  

 A2 国（次世代自動車振興センター）の補助金と同様に、手形による購入や支払保証方式による購入

など購入代金全額の支払いが現金で完了していない購入形態は、補助の対象外となります。 

 

Q3 リースによって燃料電池自動車を導入した場合、補助金の対象になりますか？ 

A3 リースによる導入の場合、リース契約期間が４年以上のもの、かつ、令和７年４月１日から令和

８年３月３１日までに初度登録されたものであれば補助の対象となります。 

 

Q4  県外の販売店で購入した場合、補助金の対象になりますか？ 

A4 販売店の要件はありませんので、使用の本拠など、その他の要件を満たしていれば補助の対象と

なります。 

 

Q5 中古車の購入は補助金の対象になりますか？ 

A5 補助の対象となるのは、新車のみです。 

 

Q6 補助対象経費にオプション等の諸費用は含まれますか？  

 A6 オプション等の諸費用は補助対象になりません。消費税及び地方消費税を除いた本体価格のみが

補助金の対象となります。 

 

Q7 同一法人で複数台の申請は可能ですか？  

A7 可能です。 

 

Q8 既に補助対象車両を購入し、使用している場合も補助対象となりますか？  

A8 既に使用している場合であっても、補助の要件を全て満たすものであれば対象となります。 

なお、令和７年度の補助金については、令和７年４月１日から令和８年３月３１日までに初度登録

されたものが対象となり、この期間外のものは補助対象となりません。 

 

Q9 既に燃料電池自動車を使用している場合で、後から外部給電器を購入する場合、補助対象となり 

ますか？  

A9 外部給電器の購入に関して、補助対象となります。この場合において、組み合わせて使用する燃

料電池自動車への補助金の交付の有無は問いませんが、外部給電器を専ら県内で使用することが必

要となります。 
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Q10 県内で転居したため、住民票の写しでは「１年以上の県内在住」を証明できない場合、何を提

出すればよいですか？  

 A10 住民票の写しに加え、前住所地での「住民票の除票」を併せて添付いただくか、住民票の写し

の代わりに「戸籍の附票の写し」を添付してください。 

 

Q11 初度登録の時点で、所有者の住所が県外でしたが、所有者の住所を県内に変更すれば、補助対

象となりますか？ 

A11 補助対象となりません。あくまで初度登録時点で、所有者の住所及び使用の本拠の位置が県内

である必要があります。 

 

Q12 補助金はいつ振り込まれますか？ 

A12 「交付決定兼補助金額確定通知書」が届いてから、１か月以内に指定の口座に入金することを

基本としています。 

 

Q13 県の補助金と国の補助金を併用することは可能ですか？ 

A13 受給の制限はありませんので、併用は可能です。ただし、国（次世代自動車振興センター）の

補助金については、県の補助金とは別に申請する必要がありますので、ご注意ください。 


